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まとめ資料（第 9条：溢水による損傷の防止等）抜粋版 

 

 

添付 1 設置許可申請書における記載 

 

5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

ロ．試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（３）その他の主要な構造 

原子炉施設は、（1）耐震構造、（2）耐津波構造に加え、以下の基本方針に基づき、

「設置許可基準規則」に適合するように設計する。 

 

ｅ．安全施設は、原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、安全機能を

損なわないように設計する。また、原子炉施設は、原子炉施設内の放射性物質を含

む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場

合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものとする。 

なお、原子炉施設において、原子炉の運転に影響を及ぼすおそれがある溢水が発

生し、これを検知した場合には、運転員の手動スクラム操作により、原子炉を停止

する。 

具体的には、原子炉施設は、原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損、消

火系統の作動又は使用済燃料貯蔵設備の水冷却池のスロッシング等による溢水が生

じた場合においても、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できる

ように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できるように、さ

らに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保し、冷

却機能を維持できるように設計する。 

原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、系統

及び機器に対して、適切な溢水防護対策を講じる設計とする。安全機能の重要度分

類から以下の構築物、系統及び機器を溢水防護対象機器（溢水防護対象機器を駆動

又は制御するケーブルを含む。）として選定する。 

・原子炉を停止し、また、停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するた

めの構築物、系統及び機器 

・放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器 

・使用済燃料貯蔵設備において、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持す

るための構築物、系統及び機器 

溢水防護対策については、本原子炉施設の安全上の特徴並びに原子炉の安全停止

に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等

に係る機器等が有する安全機能、配置、構造及び動作原理に係る以下の 2 つの観点

を考慮することを基本とし、溢水による機能への影響を判断して決定する。 
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・環境条件から溢水が発生しないため、溢水によって、その機能が影響を受けな

い。 

・密封構造を有するもの、又は水環境での使用を想定しているものであり、溢水

によって、その機能が影響を受けない。 

溢水防護対象機器については、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参

考に、以下の溢水を想定した影響評価を行い、没水、被水及び蒸気により、その安

全機能が損なわれることがないように設計する。なお、内部溢水により、原子炉に

外乱が及び、かつ、安全保護系、原子炉停止系の作動を要求される場合について、

原子炉の安全停止に係る機器等は、没水、被水及び蒸気により、その安全機能が損

なわれない設計としていることから、内部溢水による外乱は、運転時の異常な過渡

変化又は設計基準事故の起因事象の発生に留まり、安全解析に影響を及ぼさない。 

・溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水 

・原子炉施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置され

る系統からの放水による溢水 

・地震に起因する機器の破損等により生じる溢水 

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、溢水防護対象機

器が設置されている全ての区画、中央制御室、及び現場操作が必要な場合には、設

備へのアクセス通路について設定する。ただし、「環境条件から明らかに溢水が発

生しない」、「密封構造を有するもの、又は水環境での使用を想定しているものであ

り、明らかに溢水の影響が生じない」の条件を満足する溢水防護対象機器にあって

は、溢水防護区画の設定を除外できるものとする。また、溢水防護対象機器に関連

するケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受

けないと判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とする（溢水の影響を受け

ないと判断できない場合を除く。）。さらに、必要に応じて、堰等も区画に用いるも

のとする。 

溢水経路の想定にあっては、溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように、

扉の漏水の状態並びに貫通部及び堰の有無を考慮する。 

溢水防護対象機器に対する没水の影響評価では、溢水の影響を受けて溢水防護

対象機器の安全機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）

を設定し、発生した溢水による水位が機能喪失高さを上回らないことをもって溢水

防護対象機器が安全機能を損なうおそれがないことを評価する。機能喪失高さは、

溢水防護対象機器の各付属品の設置状況を踏まえ、没水によって安全機能を損なう

おそれのある最低の高さを設定する。 

溢水防護対象機器に対する被水（蒸気を含む。）の影響評価では、溢水源からの

直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水や溢水源からの漏えい蒸気の拡散等によ

り、安全機能を損なうおそれがないことを評価する。 

 

 

 


